
6 長薬発第 1047 号 

令和 6年 12 月 26 日 

 

地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

会長 藤森 和良 

（公印省略） 

 

 

令和６年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の 
徴収の猶予等に係る取扱期間延長のお願いについて（要請） 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会から別添のとおり通知がありました。 

 令和６年能登半島地震により被災した組合員及び被扶養者の保険医療機関等での一

部負担金等の徴収の猶予等に係る取扱期間延長については、令和6年10月3日付6長薬発

第736号にてお知らせしたところですが、今般、現在の令和6年能登半島地震による被災

地の状況に鑑み、この取扱いについては令和7年1月以降も引き続き別添のとおり取扱う

ことが示されました。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、貴会(部会)会員にご周知くださいます

よう、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 長野県薬剤師会  

事 務 局 長  小池 

医薬品情報室係長 小林／保険医療課長 桐山

〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  






















